
大津市登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１４号。以下「法」という。）の規定に基づく

登録有形文化財である建造物の修理及び建造物を有形文化財に登録する申請に際し必要となる書類の

作成を行う当該建造物の所有者に対し、当該修理及び書類の作成に要する費用の一部を予算の範囲内

において補助し、もって文化的価値を有する建造物の保存及び活用を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において「建造物」とは、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号に規

定する建築物その他工作物をいう。 

 （補助対象者） 

第３条 この要綱による登録有形文化財建造物保存活用事業補助金（以下「補助金」という。）の交付を

受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、次に掲げる建造物の所有者（当該建造物の

管理を委託された者（第１号に掲げる建造物にあっては、法第６０条第３項の管理団体に限る。）を含

む。）とする。 

 ⑴ 法第５７条第１項の規定により文化財登録原簿に登録された建造物 

 ⑵ 登録有形文化財登録基準（平成１７年文部科学省告示第４４号）建造物の部に定める基準を満たす

建造物（前号に掲げる建造物を除く。） 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付の対象となる経

費（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び限度額は、別表のとおりとし、補助金の額は、補助対

象経費に補助率を乗じて得た額（その額が限度額を超えるときは、限度額）とする。この場合において、

補助対象経費の額及び補助金の額に１，０００円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるも

のとする。 

 （交付申請書） 

第５条 大津市補助金等交付規則（平成１０年規則第３２号。以下「規則」という。）第４条第１項の規

定により市長に提出しなければならない交付申請書は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交

付申請書（様式第１号）とする。 

２ 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 収支予算書 

 ⑵ 設計書（仕様書及び積算書等を含む。） 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （決定通知書） 

第６条 規則第７条第１項の規定による通知は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付決定通

知書（様式第２号）により行うものとする。 

２ 規則第７条第２項の規定による通知は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付申請棄却（却

下）決定通知書（様式第３号）により行うものとする。 

 （着手届） 

第７条 補助対象者は、前条第１項の規定による通知を受け、補助対象事業に着手したときは、速やかに

登録有形文化財建造物保存活用事業着手届（様式第４号）を市長に提出しなければならない。 

 （事情変更による取消通知書等） 

第８条 規則第９条第５項の規定による通知は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付決定取

消通知書（様式第５号）又は登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付決定変更通知書（様式第６



号）により行うものとする。 

 （補助対象事業等の内容の変更等の承認申請書） 

第９条 規則第１３条第１項の規定により市長に提出しなければならない承認申請書は、登録有形文化

財建造物保存活用事業変更承認申請書（様式第７号）又は登録有形文化財建造物保存活用事業中止（廃

止）承認申請書（様式第８号）とする。 

 （承認通知書等） 

第１０条 規則第１３条第２項の規定による通知は、登録有形文化財建造物保存活用事業変更承認決定

通知書（様式第９号）若しくは登録有形文化財建造物保存活用事業中止（廃止）承認決定通知書（様

式第１０号）又は登録有形文化財建造物保存活用事業変更承認申請棄却（却下）決定通知書（様式第

１１号）若しくは登録有形文化財建造物保存活用事業中止（廃止）申請棄却（却下）決定通知書（様

式第１２号）により行うものとする。 

 （実績報告書） 

第１１条 規則第１４条の規定により市長に提出しなければならない実績報告書は、登録有形文化財建

造物保存活用事業実績報告書（様式第１３号）とする。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 ⑴ 補助対象事業収支精算書 

 ⑵ 補助対象事業の成果を証する書類 

 ⑶ その他市長が必要と認める書類 

 （確定通知書） 

第１２条 規則第１５条の規定による通知は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金確定通知書（様

式第１４号）により行うものとする。 

 （交付請求書） 

第１３条 規則第１８条第１項の規定により市長に提出しなければならない交付請求書は、登録有形文

化財建造物保存活用事業補助金交付請求書（様式第１５号）とする。 

 （一括又は分割による交付請求書） 

第１４条 規則第１８条第２項において準用する同条第１項の規定により市長に提出しなければならな

い交付請求書は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付請求書（様式第１６号）とする。 

 （取消通知書） 

第１５条 規則第１９条第４項の規定による通知は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金交付決

定取消通知書（様式第１７号）により行うものとする。 

（返還通知書） 

第１６条 規則第２０条第１項の規定による返還の命令は、登録有形文化財建造物保存活用事業補助金

返還通知書（様式第１８号）により行うものとする。 

 （帳簿の備付け） 

第１７条 補助金の交付を受けた者は、当該補助対象事業完了後５年間、当該補助対象事業に係る収入及

び支出を明らかにした帳簿を備え付け、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

 （その他） 

第１８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。 

   附 則 

１ この要綱は、令和５年８月１日から施行する。 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ 前項の規定にかかわらず、第１７条の規定は、同項に定める日後も、なおその効力を有する。 

   附 則 



この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

   附 則 

この要綱は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

  



別表（第４条関係） 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 限度額 

第３条第１号

に掲げる建造

物に係る修理

補助事業 

当該建造物の外観（法第５７条第１

項の規定による登録（以下「登録」

という。）の際に設定された望見で

きる外観に限る。）の修理（解体修

理、半解体修理、屋根葺
ふき

替
かえ

、部分修

理、塗装修理等）に要する経費（現

状を維持し、又は復元を行う修理に

限る。）及び当該建造物の耐震補強

に要する経費並びにこれらの工事

に伴う設計監理費 

補助対象経費の３

分の２以内 

３，０００，０００円 

第３条第２号

に掲げる建造

物に係る有形

文化財の登録

補助事業 

当該建造物の登録の申請に際し必

要となる文化財的価値を示す図面

等の書類作成に要する経費及び当

該建造物についての所見の原稿執

筆に要する経費 

補助対象経費の２

分の１以内 

５００，０００円 

 


